
別紙１

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

107,995,885 0 0 107,995,885

372,656,073 0 10,960,382 361,695,691

480,651,958 0 10,960,382 469,691,576

３．重要な会計方針の変更

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

２．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

　　・建物（建物附属設備を含む。）、構築物、車両運搬具、器具及び備品

　　平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降取得したものについては定

　　額法によっている。

　　・ソフトウエア

　　残存価額を零とする定額法によっている。

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度

常勤職員について新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

　当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類

土地

建物

合　　計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし



取得価額 減価償却累計額 当期末残高

457,252,970 95,557,279 361,695,691

457,252,970 95,557,279 361,695,691

48,569,757 23,321,921 25,247,836

124,321,119 51,650,766 72,670,353

3,037,200 3,037,198 2

28,142,875 24,064,747 4,078,128

204,070,951 102,074,632 101,996,319

661,323,921 197,631,911 463,692,010

債権額
徴収不能引当金の当期

末残高
債権の当期末残高

1,580,770 0 1,580,770

25,200 0 25,200

7,292,796 0 7,292,796

8,898,766 0 8,898,766

　　　　　　土地（基本財産）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54,255,813円

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

　　　　　　建物（基本財産）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　6,780,932円

　　　　　　定期預金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,000,000円

　　　　　　―――――――――――――――――――――――――――――――――

　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86,036,745円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

　　　　　　設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む。）　　　 　　59,927,800円

　　　　　　―――――――――――――――――――――――――――――――――

　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　59,927,800円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

基本財産

建物

小　　計

その他の固定資産

建物

構築物

車輌運搬具

器具及び備品

小　　計

合　　計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

１３．重要な偶発債務

（単位：円）

事業未収金

未収金

未収補助金

合　　計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし



該当なし

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項



１２．関連当事者との取引の内容

　関連当事者との取引の内容は次のとおりである。 （該当なし）

（単位：円）

取引条件及び取引条件の決定方針等

議決権の
所有割合

種類
法人等
の名称

住所 資産総額
事業の内容
又は職業

関係内容

取引の内容 取引金額 科目 期末残高役員の
兼務等

事業上の
関係



別紙２

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

73,414,745 0 0 73,414,745

339,529,231 0 9,144,131 330,385,100

412,943,976 0 9,144,131 403,799,845

３．採用する退職給付制度

計算書類に対する注記（野の百合こども園拠点区分用）

１．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

　　・建物（建物附属設備を含む。）、構築物、車両運搬具、器具及び備品

　　平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降取得したものについては定

　　額法によっている。

　　・ソフトウエア

　　残存価額を零とする定額法によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度

常勤職員について新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

　当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（１）野の百合こども園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

５．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類

土地

建物

合　　計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

　　　　　　土地（基本財産）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54,255,813円



取得価額 減価償却累計額 当期末残高

417,769,250 87,384,150 330,385,100

417,769,250 87,384,150 330,385,100

18,664,460 5,331,140 13,333,320

53,213,614 24,017,743 29,195,871

1,604,100 1,604,099 1

10,837,129 9,589,397 1,247,732

84,319,303 40,542,379 43,776,924

502,088,553 127,926,529 374,162,024

債権額
徴収不能引当金の当期

末残高
債権の当期末残高

1,400,780 0 1,400,780

4,560,904 0 4,560,904

5,961,684 0 5,961,684

　　　　　　―――――――――――――――――――――――――――――――――

　　　　　　建物（基本財産）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　6,780,932円

小　　計

　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61,036,745円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

　　　　　　設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む。）　　　 　　36,036,000円

　　　　　　―――――――――――――――――――――――――――――――――

　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,036,000円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産

建物

事業未収金

その他の固定資産

建物

構築物

車輌運搬具

器具及び備品

小　　計

合　　計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

未収補助金

合　　計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし



別紙２

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

34,581,140 0 0 34,581,140

34,581,140 0 0 34,581,140

　　額法によっている。

計算書類に対する注記（めぐみ野こども園拠点区分用）

１．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

　　・建物（建物附属設備を含む。）、構築物、車両運搬具、器具及び備品

　　平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降取得したものについては定

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

　　・ソフトウエア

　　残存価額を零とする定額法によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度

常勤職員について新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

該当なし

　当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（１）めぐみ野こども園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類

土地

合　　計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

　　　　　　定期預金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,000,000円

　　　　　　―――――――――――――――――――――――――――――――――



取得価額 減価償却累計額 当期末残高

27,320,269 16,773,286 10,546,983

57,483,505 23,778,044 33,705,461

1,433,100 1,433,099 1

12,640,155 10,933,836 1,706,319

98,877,029 52,918,265 45,958,764

98,877,029 52,918,265 45,958,764

債権額
徴収不能引当金の当期

末残高
債権の当期末残高

160,590 0 160,590

2,731,892 0 2,731,892

2,892,482 0 2,892,482

（単位：円）

　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,000,000円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

　　　　　　設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む。）　　　 　　18,312,000円

　　　　　　―――――――――――――――――――――――――――――――――

　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,312,000円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

その他の固定資産

建物

構築物

車輌運搬具

器具及び備品

小　　計

合　　計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

事業未収金

未収補助金

合　　計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象



別紙２

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

4,660,000 1,152,333 3,507,667

（2）民間退職共済制度

計算書類に対する注記（野の百合福祉会　本部拠点区分用）

１．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

　　・構築物、器具及び備品

　　定額法によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

常勤職員について新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

　当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（１）本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

その他の固定資産

構築物



278,300 63,777 214,523

4,938,300 1,216,110 3,722,190

4,938,300 1,216,110 3,722,190

債権額
徴収不能引当金の当期

末残高
債権の当期末残高

25,200 0 25,200

25,200 0 25,200

合　　計

器具及び備品

小　　計

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

未収金

合　　計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項



別紙２

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

2,409,028 1,174,258 1,234,770

（2）民間退職共済制度

計算書類に対する注記（野の百合家庭教育館拠点区分用）

１．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

　　・建物（建物附属設備を含む。）、器具及び備品

　　定額法によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

常勤職員について新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

　当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（１）野の百合家庭教育館拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

その他の固定資産

建物



2,937,500 2,205,528 731,972

5,346,528 3,379,786 1,966,742

5,346,528 3,379,786 1,966,742

債権額
徴収不能引当金の当期

末残高
債権の当期末残高

11,000 0 11,000

11,000 0 11,000

合　　計

器具及び備品

小　　計

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

事業未収金

合　　計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項



別紙２

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

33,126,842 0 1,816,251 31,310,591

33,126,842 0 1,816,251 31,310,591

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

（2）民間退職共済制度

計算書類に対する注記（第２野の百合家庭教育館拠点区分用）

１．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

　　・建物（建物附属設備を含む。）、構築物、器具及び備品

　　定額法によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

合　　計

常勤職員について新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

　当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（１）第2野の百合家庭教育館拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類

建物

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産



39,483,720 8,173,129 31,310,591

39,483,720 8,173,129 31,310,591

176,000 43,237 132,763

8,964,000 2,702,646 6,261,354

1,449,791 1,272,209 177,582

10,589,791 4,018,092 6,571,699

50,073,511 12,191,221 37,882,290

債権額
徴収不能引当金の当期

末残高
債権の当期末残高

8,400 0 8,400

8,400 0 8,400

その他の固定資産

建物

小　　計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

建物

構築物

器具及び備品

小　　計

合　　計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

事業未収金

合　　計

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし


